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会計基準Digest 
会計基準を巡る動向  2016年4月号 
 

会計基準Digestは、日本基準、エンドースメントされたIFRS（日本）、IFRS及び米国基準の

主な動向についての概要を記載したものです。 

 
1. 日本基準 

■法令等の改正 

該当なし 

 

■会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ）） 

【最終基準】 

該当なし 

 

【公開草案】 

ASBJ、実務対応報告公開草案第46号「平成28年度税制改正に

係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い（案）」を公表 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、平成28年4月22日に、実務対応

報告公開草案第46号「平成28年度税制改正に係る減価償却方

法の変更に関する実務上の取扱い（案）」（以下、「本公開草案」）

を公表した。 

平成28年度税制改正において、平成28年4月1日以後に取得する

建物附属設備及び構築物の法人税法上の減価償却方法につい

て定率法が廃止され、定額法のみとなる見直しが行われた。 

本公開草案は、当該税制改正に合わせ、平成28年4月1日以後に

取得する建物附属設備及び構築物から減価償却方法を定額法

に変更する場合には、法令等の改正に準じたものとし、会計基準

等の改正に伴う会計方針の変更として取扱う等の実務上の取扱

いを提案している。 

コメント締切りは、平成28年5月23日である。 

 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ （2016年4月27日発行） 

■INFORMATION 

金融庁、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告

－建設的な対話の促進に向けて－」を公表 

金融庁は、平成28年4月18日に「金融審議会ディスクロージャー

ワーキング・グループ報告－建設的な対話の促進に向けて－」

（以下「本報告書」）を公表した。本報告書は、金融審議会「ディスク

ロージャーワーキング・グループ（座長 神田秀樹東京大学大学院

法学政治学科研究科教授）」が、平成27年11月より5回にわたり、

企業の情報開示のあり方等について検討及び審議を行ってきた

結果を報告書としてとりまとめたものである。 

本報告書では、企業と投資家の建設的な対話を促進する観点を

踏まえつつ、投資家が必要とする情報を効果的かつ効率的に提

供するための情報開示のあり方等を検討し、決算短信、事業報

告・計算書類、有価証券報告書の各開示書類の開示内容の整

理・共通化・合理化、対話の促進に向けた開示の日程・手続のあ

り方、有価証券報告書のほか、任意開示を含む開示書類におけ

る非財務情報の開示の充実等が提言されている。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ （2016年4月21日発行） 

 

経産省、「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」

提言及び報告書を公表 

経済産業省は、平成28年4月21日に、「株主総会の招集通知関

連書類の電子提供の促進・拡大に向けた提言～企業と株主・投

資家との対話を促進するための制度整備～」及び「株主総会プロ

セスの電子化促進等に関する研究会報告書」（以下、「本報告書

等」）を公表した。 

本報告書等は、企業と株主・投資家による建設的な対話を促すこ

とを目的として、招集通知関連書類の電子提供を促進・拡大させ

る方向での柔軟な制度整備に関する提言及び情報開示を充実さ

せ、株主の議案検討期間を確保するための方策として、以下に

関する提言が盛り込まれている。 

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/depreciation/index.shtml
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2016-04-25.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2016-04-19.aspx
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160421006/20160421006.html
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 株主総会の招集通知等の電子提供 

 議決権行使プロセスの電子化 

 株主総会関連日程の適切な設定 

 対話支援産業への期待 

 フォローアップ会合の開催 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ （2016年4月26日発行） 

 

金融庁、「平成28年（2016年）熊本地震に関連する有価証券報告書

等の提出期限に係る措置について」を公表 

金融庁は、平成28年4月20日に「平成28年（2016年）熊本地震に

関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について

（その1）」及び、平成28年4月28日に「平成28年（2016年）熊本地震

に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について

（その2）」を公表した。 

今般の熊本地震に関連し、有価証券報告書等の提出期限について、

以下の措置が認められる。 

 今般の平成28年（2016年）熊本地震の影響により、金融商

品取引法に基づく開示書類（有価証券報告書、四半期報告

書、半期報告書）について、期限までに提出できない場合は、

財務（支）局長の承認により提出期限を延長することが認め

られる。ただし、今般の地震の影響により、開示書類を本来

の提出期限までに提出することができなかった場合であっ

ても、平成28年7月29日までに提出すれば、行政上及び刑

事上の責任を問われず（「平成28年熊本地震による災害に

ついての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の

指定に関する政令」平成28年5月2日公布・施行）、この場合、

提出期限延長のための財務（支）局長への承認申請は不要

である。 

 臨時報告書についても、地震という不可抗力により臨時報

告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解

消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出し

たものと取り扱われる。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ （2016年4月22日発行） 

 

ASBJ、「『収益認識に関する包括的な会計基準の開発について

の意見の募集』の一部改訂について」を公表 

ASBJは、平成28年4月22日に「『収益認識に関する包括的な会計

基準の開発についての意見の募集』の一部改訂について」（以下、

「本改訂」）を公表した。 

平成28年4月12日に、国際会計基準審議会（IASB）より「IFRS

第15号『顧客との契約から生じる収益』の明確化」が公表され、

IFRS第15号の一部が改正された。 

本改訂は、これを受けて、ASBJが平成28年2月4日に公表した意

見募集文書「収益認識に関する包括的な会計基準の開発につい

ての意見の募集」においてIFRS第15号の内容を記載している部

分について改訂を行ったものである。なお、その他の部分の改訂

は行われていない。 

 

日本基準についての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（日本基準）へ 

 

2. 修正国際基準 

■会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ）） 

【最終基準】 

該当なし 

【公開草案】 

該当なし 

 

修正国際基準についての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（修正国際基準）へ 

 

3. IFRS 

■会計基準等の公表（国際会計基準審議会（IASB）、IFRS

解釈指針委員会） 

【最終基準】 

会計基準「IFRS第15号『顧客との契約から生じる収益』の明確化」

の公表 （2016年4月12日 IASB） 

本会計基準は、IASBが2014年5月に公表したIFRS第15号「顧客と

の契約から生じる収益」について、その適用に際して潜在的に異

なる見解が生じる可能性が示唆された論点に関し、IFRS第15号

を修正して明確化することを目的として公表されたものである。 

IFRS第15号は、米国会計基準のTopic606「顧客との契約から生

じる収益」と実質的に同じ内容となっている。IASBとFASBはこれ

らの新基準の公表後に共同の移行リソースグループ（Transition 

Resource Group; TRG）を組成し、新基準の円滑な適用の促進を

目的として適用上の課題について議論を行ってきた。 

本会計基準は、TRGで議論された論点のうち、以下の3項目につ

いてIFRS第15号を修正して明確化した。 

 

 

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2016-4-21.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20160420-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20160428-3.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00092.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00092.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00092.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2016-04-22.aspx
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/domestic/shueki2016/#notes
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/The-International-Accounting-Standards-Board-has-today-issued-amendments-to-the-Revenue-Standard.aspx
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 履行義務の識別 

「区分して識別可能か」という第27項（b）の要件及び当該要

件が満たされていることを示す、第29項に挙げられた3つの

指標につき、その関係性を明確化した。 

 本人または代理人の検討 

支配の原則と支配の諸指標との関係（B35項、B37項）につ

いて明確化した。また、無形の財またはサービスへの支配

の適用に関して新たなガイダンスを追加して明確化した

（B34項、B34A項）。また、サービスに対する支配の評価に

関して、新たなガイダンスを追加し（B35A項）、関連する設

例を改訂・追加した。 

 ライセンス 

知的財産にアクセスする権利を顧客に提供していると判断

するための要件の一つ「知的財産の形式または機能性を著

しく変化させると予想される」（B58項（a））に関して、どのよう

な場合に「著しい影響」を与えることになるのかについて、第

B59A項を追加して明確化した。また、売上高・使用量ベー

スのロイヤルティに関する例外規定の適用範囲について、

第B63A項及び第B63B項を追加して明確化した。 

上記3点については米国基準においても改訂の対象となっている

が、改訂内容の詳細についてはIFRSと米国基準とで異なる点が

ある。さらに、以下の4点については米国基準では改訂の対象と

なっているがIFRSでは今回の改訂では取り上げられていない。 

 回収可能性 

 売上税の表示 

 現金以外の対価 

 完了した契約の定義 

また、本会計基準は、移行措置における、完了した契約及び契約

変更に関する実務上の便法を追加している（C5項、C7A項、C8A

項）。 

本会計基準は、2018年1月1日以降に開始する事業年度から適用

される。なお、早期適用は認められる。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 IFRSニュースフラッシュ （2016年4月15日発行） 

 

【公開草案】 

該当なし 

 

IFRSについての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（IFRS）へ 

■会計基準等の公表（米国財務会計基準審議会（FASB）） 

【最終基準（会計基準更新書（Accounting Standards Update; ASU））】 

ASU第2016-10号「履行義務の識別及びライセンス」の公表（2016年

4月14日 FASB） 

本 ASU は 、 ASU2014-09 「 顧 客 と の 契 約 か ら 生 じる 収 益

（Topic606）」の適用に向けてのTRGで識別された問題に対処す

るために、履行義務の識別及びライセンス付与に関してより詳細

なガイダンスを提供するものである。 

履行義務に関しては、以下のガイダンスを提供している。 

 財・サービスが、どのような場合に別個のものであり、したがっ

て履行義務に該当するかについてのガイダンスを明確化した。 

 契約上重要性のない財・サービスについては履行義務として識

別する必要がないことを明記した。 

 支配が顧客に移転した時点以降に提供される配送サービスに

つき、これを別個の履行義務として識別するか否かを会計方針

の選択とした。 

知的財産のライセンスに関しては、以下のガイダンスを提供して

いる。 

 収益認識の時期及びパターンについて、販売ベース又は使用

量ベースのロイヤルティについての収益認識の例外規定をど

のように適用するかを含め、明確化した。 

 顧客との約束が単独のライセンスにあたるか複数のライセンス

を含むかを判断するうえで、知的財産のライセンスに係る契約

上の制限をどのように評価すべきかのガイダンスを追加した。 

本ASUはTopic606の基礎となる原則に変更を加えるものではな

いが、同様の改訂がIFRS第16号「顧客との契約から生じる収益」

については行われないことにより、IFRSとの間で差異をもたらす

可能性がある。 

本ASUはTopic606の適用開始と同時に適用が開始される。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues No16-13 （英語） 

 

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案））】 

（1）ASU案「技術的修正ならびに改善」の公表（2016年4月21日 

FASB） 

本ASU案は、会計基準のコード化体系（Accounting Standards 

Codification）のコード化の過程で生じたオリジナル基準書からの

乖離を修正し、さらに、表現の変更によるガイダンスの明確化、リ

ファレンスの修正、構造体系に補正を加えることによる簡素化、そ

の他の微調整を行うことにより、会計基準の質の改善を図ること

4. 米国基準 

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2016-04-13.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176168066253&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-16-13.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176168077324&acceptedDisclaimer=true
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を提案するものである。改訂の適用日は、公開草案に対するコメ

ントを踏まえて決定する予定である。 

コメントの締切りは2016年7月5日である。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 あずさ監査法人はこのASU案に関するDefining Issuesを

近日中に公表する予定である。 

 

（2）ASU案「キャッシュフロー計算書 制限付き現金」の公表（2016年4

月28日 FASB） 

本ASU案は、制限付き現金及び制限付き現金同等物を含む、現金

及び現金同等物の合計について、期中の動きをキャッシュフロー計

算書上に表示することを提案するものである。改訂の適用日は、公

開草案に対するコメントを踏まえて決定する予定である。 

コメントの締切りは2016年6月27日である。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 あずさ監査法人はこのASU案に関するDefining Issuesを

近日中に公表する予定である。 

 

■INFORMATION  

FASB、金融資産の信用損失に関する新たな基準書を2016年6月

に公表予定 

FASBは、2016年4月27日のボード会議において、金融資産の信

用損失に関する基準について審議した。 

基準書は2016年6月に公表される予定であるが、適用日について

は、当初合意していた時期を1年遅らせ、米国証券取引委員会

（SEC）に財務諸表を提出している公開企業については、2019年

12月16日以降開始する事業年度とその期中期間から適用するこ

とを決定した。 

 

米国基準についての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（米国基準）へ 

 

http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176168105020&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
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各基準についてのより詳細な情報、過去情報は、あずさ

監査法人のウェブサイトをご確認ください。 

 あずさ監査法人トップページ（Link） 

 日本基準（Link） 

 修正国際基準（Link） 

 IFRS（Link） 

 米国基準（Link） 

編集・発行  

有限責任 あずさ監査法人 

azsa-accounting@jp.kpmg.com 

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対

応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報
を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの行動を取

られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上
で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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■ KPMG会計・監査AtoZアプリのご紹介 

あずさ監査法人が提供する会計情報アプリ「KPMG会計・監査AtoZ」では、いつで

も・どこでも日本基準、修正国際基準、IFRS、そして米国基準に関する会計・監査

情報を閲覧できるほか、動画による解説コンテンツを視聴することができます。 

【最近公開した主な動画解説コンテンツ】 

 オンライン解説 2016年3月 IASB会議速報 

https://www.kpmg.com/jp/ja/services/audit/pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/topics/ifrs/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
https://itunes.apple.com/jp/app/kpmg/id900464843?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kpmg.atoz
http://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/iasb-meeting-flash/Pages/iasb-update-201604.aspx
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